
 

議案第７２号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（あわじ島まるごと食の拠 

   点施設「農畜水産物飲食施設」） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者として次のとおり指定することについて、同条第６項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和６年８月３０日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

   あわじ島まるごと食の拠点施設「農畜水産物飲食施設」 

 

２ 指定管理者となる団体 

   所在地  南あわじ市神代地頭方１７２３番地 

   名 称  ＥＫファーム 

         代表 池尻 能久 

 

３ 指定の期間 

   令和６年１２月１日から令和９年１１月３０日 



 



 

 

南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設 

「農畜水産物飲食施設」 

指定管理者候補者選定に関する資料 

 

 

 

 

 

 指定管理者指定申請書（写し） ·············· Ｐ１ 

 指定管理者候補者概要書 ··············· Ｐ２～７ 

 指定管理を行う施設の事業計画書 ·········· Ｐ８～17 

 指定管理に係る収支計画書 ················· Ｐ18 

 指定管理業務にかかる基本協定書（案） ······ Ｐ19～35 

 



（要項様式２号）

二ｉＥ匹 ち：　’　 え‾ 二二　．－こ

南あわじ市長 守　本　憲　弘 様

指定管理者の指定を受けたいので、 次のとおり申請します。

指定を

受けよ

うとす

る法人

又は個

人事業

主
－

管理を

る公の

名 称

の
地

所務
在
事
所

行おうと

施設の名

添付書類

（事務処９欄〉

九

ＥＫファ ーム

八ぷ 年タ Ｊ目 ／夕日

南あわじ市神代地頭方１７２３

南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設

「農畜水産物飲食施設」

法人又は個人事業主の活動内

容、 経営状況等を説明する書類

図　 事業計画書

ＩＺ　 連帯保■人選任書 ・承諾霧

□　 その他（ ）

図　 申Ｒ資格 を確認する書類

図　 収支計画書

ロ　 グループ結成届



（要項様式３号）

法人又は個人事業主概要書

フ　　　　 リ　　　　ガ　　　す

法人又は個人事業主名称

イーケーファーム

ＥＫファ ーム

フ　　　 リ　　　 ガ　　　ナ

代　　 表　　 者　　名

イケジリ　 タカヒサ

池尻　能久

所　　　　 在　　　　地 南あわじ市神代加頭た１７２３

電　　 話　　 番　　ｇ Ｆ　Ａ　 Ｘ　番　号

設　 立　 年　 丿目　　日 平成　２９ 年　３月　 １５日

主　 な　 事　 業　 活　動

（　 沿　 革　 等　）

１９６６年に南あわじ市で農産物の生産農家として開業。

２０１７年に父から事業継承。

法人又は個人事業主の特

色　　　　 Ｒ　　　　び

経　　 営　　 方　　針

露地栽培で特ｔである玉ねぎの生産を主に、 レタ ス・ ブロ ッコリ

ーなどの野菜を生産している。 その他花苗や野菜苗をビニールハ

ウスで生産し、ホームセンターなどに卸 している。また、 新鮮な

野菜を直接消費者にＳけたいとのｔいから、 徐ノマに規模を拡大し

現在は多品種の野菜を製造している。

免　許　 ・　 登　 録　等

構　　 成　　　員　　数

（　 従　 業　 員　 数　）
事業主・ 専従者（３名）・ 社員 （３名） ・パート （３名）

Ｓ

指定管理者制度

担　　 ・　　者

氏　　　　　　名 池尻　瑠海 担当部署 ・役職 店ｊｉ

電　 話　番　号㎜Ｉ ＦＡ Ｘ番号
メー ルア ドレス
－ そ　 の　他

※　 法人又は個人事業主において組織図がある場合は、別途添付すること

○類似店舗の営業にＲする実績

店舗の名称 所在地 業務の内容 営業の期間

収穫祭

兩あわじ市八木養

宜上１４０８

（美 譟恋来歴力

ＩＦフー ドコート）

食堂
令和５年１月から

現在に至る

２



ＥＫ ファ ーム につ いて

【葹社概要】

兵庫県南あわじ市で、 １９６６ 年に農産物の圭産農家として開業。 ２０１６ 年に仗から事業を継承し、

露地栽培で特産であるＥＥねぎの圭産を主に、レタス ・ブロッコリ ーなどの宍粟を生産している。 その他

花苗や野菜苗をビニールハウスで生産し、ホームセンターなどに卸している。また、 新鮮な野菜を直接

慝貧者に届けたいとの想いから、徐クに規模を拡大し現在は多品種のＦ粟を製造している。

○圭産規模：

○労　　力：

ビニールハウス２８ａ（１３棟）・ 圃場 ２ｈａ　Ｏ耕作面積ほべ２２８００　低

本人、妻、祖仗、 祖母、ｊｉＥ社員 ３旭、パート ３名

たまねぎの収穫の様子　　　　　　 ビニールウスでの栽培

露鳬栽培：レタスは主に農協にブロッコリーは青果屋をキ心に皀荷しており、数年前から多呂目栽培

を始めスーパーの産直コーナーやマルシェヘの芭荷ｔを増やしている。

ハウス栽培（花苗・野菜苗）： ホームセンターヘの皀荷が主な割合をぶめており、主に花苗・野菜苗・タ

マネギ苗を３ 大のグループで計画圭産・安定供給している。花苗は年間３種類｛パンジー、ビオラ、葉

牡乃｝） ６万ポッ ト、 野菜苗は年間約３０品 目（ブロッコ リー、葉物野菜、 果菜類等）５０万ポッ トを栽培

している。ホームセンターな外へは市場へぷ荷をしている。

遯えの売上高

種 類

Ｅ五　 ねぎ

ブロッコリー

レタス

多品目野菜

花　　苗

飲　　食

合　　計

令和 ５年

６， ７２４

８７４

６７６

５，２８９

３５，５１６

９， ５８１

５８，６６０

（単位： 千ＰモＩ）

割合

１１．５％

１．５％

１．２％

９％

６０．５％

１６％

１００％

令和 ４年

９，７６６

８２６

６０５

４，８２７

３７，７６８

１， ５８４

５５，３７６

割合

１７．６％

１． ５％

１． １％

８．７％

６８．２％

３％

１００％

【自社の生産のこだわ り】

１場の近くには論鶴氛ＬＬ」がありそこから流れる水を貯める“ため池”が多数点在し、 その貯水を使っ

て露地野菜はもちろんのことハウス栽培の野菜苗にも使って潅水している。

当農園ではｍ料に天然ミネラル資材 （１ ２００万年前の地殻変動で只類、プランクトンなどが・没堆積

したもの）を使っており作物にバランスの良いミネラルを与えミ想的な土壌により健をな野菜を栽培し

ている。

１

U000345
テキストボックス
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Ｍ
Ａ
Ｄ
Ｅ
　Ｉ
Ｎ
　Ａ
Ｗ
Ａ
Ｊ
Ｉ

兵 庫 県 Ｊ い い い ｓ け Ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ａ
ｖ
ｏ
ｒ
＆

ｋ
ｎ
ｏ
ｃ
ｋ
一
一

一
一

一
一

／
ｊ
／

・
７
１
７
７
７
１
１
１３

ｈｔ
ｔＰ
ｓ；
／／
ｅ
ｋ
ｆａ
ｒ
ｍ
．ｎ
ｅｔ

Ｅ
Ｋ
フ
ァ
ー
ム

「
Ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ａ
ｖ
ｏ
ｒ
＝
常
に
挑
戦
Ｌ
続
け
る

「
Ｋ
ｎ
ｏ
ｃ
ｋ
＝
新
し
い
扉
を
ノ
ッ
ク
す
る
」

之
’
ノ
‾

／
Ｉ
＼

一

犬
　
　
ノ

≒
ご

ｊ
つ

と
い
う
兔
、
い
が
た
め
ら
れ
て
お
り
、
時
代
に
台
っ
た
ｐ
菜
を
を
案
Ｌ
続
け
ま
す
。

ミ
ネ
ラ
ノ
レ
た
っ
ぶ
り
の
土
と
水
、
２
８
１
な
気
候
と
太
陽
の
力
で

今
日
ち
す
く
す
く
野
菜
達
は
成
長
中
で
す
。

■
　
一
一
’
－
一
一
一
一
心
－
　
　
　

四
回
－
一
一
－
〃
　
　
’

ご
‾
’ｓ
ｄ４
’－
ｓ
－
ご
ー
・
－
－
レ
ｔ

”
　
’

薬
局

中
。
ｊ

●
釣
具
な

Ｅ
Ｋ
フ
ァ
ー
ム

池
尻
牧
場
１
心
＿

馬
乗
捨
川

ｉ

ｊ

オ
ニ
オ
ン
ロ
ー
ド

－

・
－

－

Ｅ
Ｋ
フ
ｊ
・
－
Ｚ、

ｈｔ
ｔｐ
ｓ：
／／
ｅ
ｋ
ｆａ
ｒｌ
ｎ．
ｎ
ｅ
ｔ

ａ
ｄ
ｄ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
：
　
〒
６
５
６
－
０
４
５
６
　
Ａ
庫
県
南
あ
わ
じ
市
神
代
地
頭
方
１
７
２
３

ｔ
ｅ
１
：
　
０
７
９
９
－
５
３
－
６
０
２
１
　
ｆ
ａ
ｘ
：
　０
７
９
９
－
２
０
－
４
３
９
６
　
ｍ
ａ
ｉ１
：　
ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
＠
ｅ
ｋ
ｆ
ａ
ｌ
ｍ
．
ｎ
ｅ
ｔ
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な
ま
∃ｉ
（
新
∃ｉ
ね
ぎ
）

ひ
と
え
４
！
く
淡
路
島
か
ら
新
∃ｉ
を
お
Ｊ
Ｉ
け

ｇ
ご
ご
ン

ド
ミ
ニ
自
粛

ど こ よ り ｉ

ん に げ に

新
玉
ね
ぎ
は
３
ｇ
頃
か
ら
皀
荷
さ
れ
る
早
ど
り

の
五
ね
ぎ
で
す
が
、
Ｅ
Ｋ
フ
ァ
ー
ム
で
は
・
自

の
栽
培
方
法
で
１
２
ｊｌ
か
ら
ｉ
荷
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

み
ず
み
ず
し
く
肉
質
が
や
わ
ら
か
く
辛
み
が
す

く
な
い
た
め
、
サ
ラ
ダ
な
ど
生
で
食
べ
て
頂
く

の
が
一
番
お
い
し
い
と
い
う
２
い
で
「
な
ま

ＥＥ
」
と
命
も
し
ま
し
た
。

Ｓ
ｕ
ｐ
ｐ
ｏｒ
ｉ
　ｖ
ｅ
ｇ
ｅ
ｔａ
ｂｌ
ｅ

す
っ
ぽ
り
野
菜

「
エ
コ
バ
ッ
ク
に
入
る
ｇ
菜
が
欲
し
い
」

「
冷
蔵
庫
に
入
れ
や
す
く
食
べ
き
れ
る
ｇ
菜
が
い
い
」

Ｅ
Ｋ
フ
ァ
ー
ム
の
ス
タ
ッ
フ
（
主
婦
）
の
声
か
ら

生
ま
れ
た
ミ
ニ
野
菜
シ
リ
ー
ズ
。

小
さ
い
だ
け
で
な
く
昧
も
太
鼓
判
！

見
た
目
も
こ
ろ
ん
と
か
わ
い
く
直
売
所
で
人
気
で
す
。

実
際
に
手
に
持
っ
て
実
感
し
て
く
だ
さ
い
。

す
っ
ぽ
り
１
；
菜

ハ
ク
サ
イ

Ｓｘ
ｊＰ
ＰＯ
ＲＩ
Ｑ
－

ａ
常
サ
イ
ズ

心
　
こ
戸

ひ
と
ＥＥ
が
白
菜
の
１
／
２
ほ
ど
で
コ
ン
パ
ク
ト
。

冷
藏
庫
に
も
す
っ
ぽ
り
と
納
ま
り
、
丸
ご
と
１
個
使
え
ま
す
。

中
心
は
鮮
や
か
な
黄
色
で
肉
質
は
シ
ヤ
キ
シ
ャ
キ
と
歯
切
れ
よ
く

漬
物
・
煮
物
・
炒
め
物
は
も
ち
ろ
ん
、
生
の
ま
ま
サ
ラ
ダ
で
も

美
味
し
い
で
す
。

収穫
時期

：１１
ｇ下
旬～
２ｇ
上旬
　
　
　
　
　
　
ぽ

ｌ
さ
：が
］６
００
９
～
ｌｋ
ｇ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
ぶ

高
さ
：約
２０
Ｃ
ｍ
～
２
５Ｃ
ｍ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ＸＬ
Ｉ

通
常
サ
イ
ズ

Ｍ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｉ
Ｎ

Ａ
Ｘ
Ｘ７
Ａ
Ｊ
Ｉ

に
壌
の
こ
だ
わ
り

淡
路
島
の
南
部
を
東
西
に
連
な
る
諭
鶴
・
はｊ
か
ら
流
れ
る
、
ミ
ネ
ラ
ル

た
っ
ぷ
り
の
水
を
使
っ
て
栽
培
し
て
い
ま
す
。

栽
培
し
て
い
る
圃
場
の
土
に
は
、
人
が
食
べ
て
も
Ｍ
ａ
が
な
い
ミ
ネ
ラ

ル
資
材
を
使
■
し
て
い
ま
す
。

Ｗ
ミ
ネ
ラ
ル
で
人
に
も
９
菜
に
も
健
康
な
土
壌
で
す
。

席
，
入

゛
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
｀

す
っ
ぽ
ｔ）
野
菜

＝
大
根 １゛
オ
劒

普
ｎ
の
大
根
の
２
／
３
ほ
ど
の
大
き
さ
で
エ
コ
バ
ッ

ク
に
も
す
っ
き
り
お
さ
ま
り
、
昧
も
良
く

肉
質
は
ち
密
で
漬
物
・
煮
物
・
サ
ラ
ダ
に

万
能
な
使
い
や
り
大
根
で
す
。

収
穫
時
期
：
１
　
１
　ｊ
ＥＩ
下
旬
～
ｌ
ｇ
下
旬

夐
さ
：
約
４
０
０
ｇ
～
５
０
０
ｇ

高
さ
：
が
１
１
５
Ｃ
ｍ
～
２
０
Ｃ
ｍ

エ
コ
バ
ッ
ク
に
ち

す
・
ぽ
り
サ
イ
ズ
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瑜甜痼
％ｅ

Ｅ
Ｋ

フ
ァ

ー
ム

産
直

宅
配

サ
ー

ビ
ス

と
れ

た
て

の
美
味
し

さ
を

お
り
け
し
ま
す
。

季
節

を
禁

じ
る

新
鮮
な
お

Ｗ
菜

を
組
み

八
口

わ
せ

て
ご

自
を

に
お

Ｓ
け

し
ま
す
。

淡
路
島
で

育
っ

た
美
味
し

い
お

野
菜
を

を
斐
食
べ

て
み

て
下
さ
、

φ

ＥＫ ファーム自慢の

お米、お９菜をぜひ

一度 ご賞味く ださい
／

や
ａ

ａ
中
の

お
９
Ｓ
は
こ
ち
ら

オン ライ ンシ ョッ　 ング はこ ちら

ｈｔｔｐｓ：瀚ｋｆａｒｍ．ｂａｓｅ．ｓｈｏｐ／

ＥＫ ファ ーム　兵庫県南あわ じ市神代地頭方１７２３　ｔｅｌ：０７９９－５３・６０２１　ｆａｘ：０７９９－２０－４３９６　ｈｔｔｐｓ：／／ｅｋｆａｒｍ．ｎｅｔ／ｌｎｓｔａｇｒａｍ
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⊃
９
菜
の
。
９
性
“

を
愉
し
む

。
収

穫
祭
“
は

Ｗ
菜
が
圭
役
の

が
ｔ
ｒ
す
。

Ｅ
Ｋ

フ
ァ

ー
ム

が
営

む
南
あ

わ
じ

市
は

淡
路

島
の

南
部
に

位
置
し
、

年
間

を
ｇ

じ
て
ａ

暖
な

地
域
で
す
。

そ
の

ａ
暖

な
気

候
を
利
ｍ
一

し
、

た
く

さ
ん

の
野

菜
が
作

ら
れ

て
い
ま
す
。

論鶴手ＩＬＬ』か ら流れる、ミ ネラルたっぷ

りの水を使って栽培しています。

『
野

菜
の

お
い

し
さ

と
湊

加
島

の
海

・
ｍ

・
太

祖
の

幸
を

手
軽

に
Ｓ

じ
て

い
た

だ
き

た
い

』
と

の
思

い
を

食
堂
と
い

う
カ

タ
チ

に
し

ま
し
た
。

皆
さ

ま
に

新
鮮

な
野

菜
を
食
べ

て
味

た
し

て
い

た
だ
き
、

Ｗ
菜

の
個

性
を

愉
し

ん
で

い
た

だ
け

れ
ば
幸
い

で
す
。

｀

’
゛

石
竹
ｙ

／

／

″
・

ノ
／

／
／

／
Ｊ

ｊ
‐

‐
Ｉ

Ｉ
Ｘ

Ｘ
Ｘ

Ｘ
χ
丶

χＸＷ

とれたての肖　をふんだんに使った小鉢料ＪＩ

洲本 ＩＣ

兵
庫

県
最

大
湊
の

直
売
所
に

オ
ー

プ
ン

詳し くは こちら

Ｓ１ １／

｜，七
洲本イン ター前やかがｉＳｒＳＳＳＳ３Ｓぐ
ローツＪ　 食｜ ｔ｜ 情｜報

・１ ４庫県南あわじ市八木養ま上１４０８

美菜恋来屋Ｉ Ｆフードコート

営業 時間 １１ ：３ ０～ １４ ：００

宍叮
・　 久次米

養宜上
●

ファミリー

※営業日 は收穏祭インスタ グラ ム、 ＥＫ フア ームタ式サイト

（ｈｔｔｐｓ ：／／ｅｋｆａｒｍ． ｎｅ ｔ／）に てご確認 くだ さい。
奈美菜ｔ来屋の物産展開催日は休業とな りま す。

で７・
「
し

ｌｌＣ　　目

｜ｌｉ
酉ＪＩＩ榲頁詰

ノＸ『二

マルナカ
・１●

応知
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（要項様式７号）

事　業　計　画　書

｜　 管１１１１営の基　方針

｜） 施ａの管ＥＥＩＳ営をＳ施するにあたっての基本的な考え方

・施設の設置 目白り等を踏まえ て、 管ＪＩＳ営に当た っての理念、 運営方針、維持管ＪＩ等基本的な考え

方を総括 して記載 して くだ さい

～南あわ じの食材でみんなが喜ぶ循環型レス トラ ン～

店名 ：豊穣祭 （ほうじょうさい）

計　図

ダ’

地　地；

レス

美菜恋来緩

ぢ、＿ノ

生産者

加工業者

Ｗ

営業時間　 へ　１　：０ ０～１５ ：００（フー ドＬＯ）

～１　６　：　０　０　 ＴＥＡＴＩＭＥ　 （ク ロー ズ）

定休日　 毎丿大Ｂ１日　第へ　・３ 水曜日

２） 指定期間内における達成目標

※提供メ ニュー数 ・｜ブ；１容、ｌｊＪＩ客数． 売上金額など具体白４Ｊな達成目標をＥ載してく ださい

南あわじ市の食材のハーフビュ ッフェ約篶へ、５００～２，０００

＊ハーフビュ ッフェはメインが選ぺるビュッフェの事です

メイ ン： 淡路牛ハンバーグや淡路鶏、池魚を使つたメインメニュー約５品からへ 品き

んでいただく スタイルです

メイ ン料理を必要とされない方の利ｍも可能　 （ハーフビュ ッフ ェのみ） ｙｌ ，２００

（おばんざい へ０ ａＮｊ、上、 ご獸、おけもの、 サラダ（自ま製ド レッ シング） そうめんなどがまべ惣、題）

－へー
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カフ ェメニュ ー　 ケーキセ ット Ｙ８００～

ドリ ンクメニュー　 ドリ ンクバイキング　あわじの地ミ　自家製果実酒など

松Ｙ２，５００　竹ｙ３，５００　 梅ｙ４，５００　 の回］体メニュー

を約 ６０ 名までの団体客の利用可能

平日

土日

（平均） １，５００　Ｆｇ ｘ　５０　人ｘ １６ 日＝ １，２００，０００　Ｆ日

（平均） へ，５００　Ｐ∃ ｘ１ ５０ 人ｘ ８日＝｜ ，８００，０００　Ｆ９

日標　 月ノマ　 ３，０００，０００　Ｆ９　 年間 ３０　０００　０００

３） 上Ｓぷ外で特■にＥ載する事項

なし

｜｜　 串請者の経営基盤

（へ ）ほ務諸表等による経営２析

ＥＫ ファ ーム

直近の売上高

種　　　 類　　　 令和 ５年

Ｅ五　 ね　 ぎ　　　　　　　６，７２４

ブロ ッコ リー　　　　　　　　８７４

レ　　タ　　ス　　　　　　　　　６７６

多品 目野 菜　　　　　　 ５，２８９

花　　　　　苗　　　　　　　３５，５１６

飲　　　　食　　　　　　　９，５８１

合　　　　　計　　　　　　５８，６６０

割合

ヘヘ．５％

１．５％

へ．２％

９％

６０．５％

１６％

へ００％

（単位： 干Ｆ９）

割合令和 ４年

９，７６６

８２６

６０５

４，８２７

３７，７６８

１，５８４

５５，３７６

（２ ）金融機関や出資者からの支援体制

農林２庫、あわじ島農協、 農と雇・事業補Ｍ金

（３ ）上記以外で特別に記載する事項

なし

｜｜ ｌ　 ｉｌ営実績

（１ ）類似施ａの運営実績

収穫祭

項　　 目　　　　　 令和 ４年　　　　 令うＦＤ ５年

（５ Ｊ目 より）

２

１７．６％

１．５％

１．１％

８．７％

６８．２％

３％

１００％

令和６年

（６ 月まで）

U000345
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客　　数

販売点数

売上金額

（２）類似施設の経営ノウハウ

・生産者さんとの連

１，８４３

へ， １４２

１，５８４，１２８

５，４２８

１０，７５３

９，５８１，２５７

３，３３６

６，７３６

５，７６５，８３５

美菜恋来歴に包荷に来られている農家の方から１予莱についてのタミ［］識を得

るこ とができる。 旬の野菜について調理方法等を教えていただき、 メニ

ューを作る際の参考にしている。

・大量仕入れを行わすに都度仕入れることでロス削減

美菜恋来歴フードコー トでの包店の際、 仕入れの大半を美菜恋来歴で１うニ

つてきた。目の前の食品売り場で都度仕入れることで必要な分をむ要な

時に仕入れることができ、 ロスを最イ５限にすることができた。

・食材を廃棄しないメニュー構成（ＳＤＧｓ へのＲり組み）

都度仕入に加え、 メニュー構成を廃棄が出ない「ち」容に工夫することで食

品廃棄を減らすことができた。

・季節の食材を取り入れた料理

美菜蔔、来屋で販売されている季節のＩ∃Ｆ菜を仕入れることでお客様に新

鮮なうちに旬の野菜を味わっていただくことができる。地うｉの方もタミ［］ら

ない珍しい野菜や、調理方法がわからない野菜についても美味 しく 調理

し、 使い方を提案することができる。

・自社農園からの仕入れ

自社で育てているＨ菜を仕入れることで新鮮な南あわ じ市産の野菜が

提供できる。

（３ ）上Ｅ以夕１ヽで特ＳＵにＥ載する事］１

ＩＶ　組織　制、 人員配置等

（へ ）組織体制、 従業員のＳ薗計ｍ

オーナー （１ 名）、店Ｒ（ １名）、 副店Ｒ（ １名）、 ・ミ社員 （２名）

臨時 （２～３名） ホール（へ～２名）

－３－
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（２）人材の確保に関する具体策（ｔ来Ｊｉｌａ十日等）

派遣会社、タイミ ー、 ハロ ーワ ーク、チラシ

（３）人員確保かかる地ｊｉ（南あわじ市内）ＳＪ≡目について

南あわじ市内での積極的採用予定

（４）大木オ育ぼ方針Ｒび従業員Ｍ修に回する計画等

へ２月、 １月～オペレーション練習

ファ ーム関係者を招待 し、 接客 ・提供の練習をそう

（５）その他安定した経営を実施するための人員的な手法等

・毎朝のミーティ ング

・Ｊ Ｉ回 （月ｌｍ 日） ミーティ ング…１ 週間の予約の確認、Ｒ・の確認

・月 １回 （Ｊ目初め） ミーティ ング…シーズンごとのメニュー構成の確認

Ｖ　 施ＳＩ・ 設　　維持管ＥＩ、 安ｔ管ＩＩへのＳ組み
－　　　　　　　　　　　　　　 Ｊ　　 ■　　　　　■

（１ ）施設・ 設備の適切な維持管ｌｌへの体制、 Ｒ組み

定期的な点検、掃除項目のリス ト作成

ＨＡＣＣ Ｐの徹底 （マニュアル化・ 実施）

（２）施ａ・ ａ備にかかる安ｔ管理へのＲ組み

備品等の業者点検

業者による清掃（年２ 回ほ ど）

（３ ）災害や事故の防止へのＲ組み

防災管理者資格の取得 （店長）

防災セッ トの配置

スタ ッフとの防災訓練

避難ルー トの確保

（４）犯罪の防止へのＲ組み

ｐ締りの徹底

防犯シールの設置

施錠管理者の決定

事務所の防犯カメラの設置

（５）Ｓ急時の対応、 連絡体制

緊急時連絡体制のリス ト化 （誰でも対応できるように）

（６ ）上回ぷ夕ｌヽで特ＳＵに記載する事Ｉ回

なし

４

U000345
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ＶＩ　 利ＩＥ目　　 施設利用 とサｒビス向上に関する事項

（１ ）指定期間における事業の実施計Ｓの概要

■き体１１りな店舗のｌ十圃と 甎。に、 １階直売所と の具体ｌｙｌな連携について（２階飲食施ａは１ 階直売所

の食材の 「有料試食の場」 としての計画）もＥ載ください。

１、 埔ｌｊｉのおきＳにまていただく　 のフｚア ・イベン トｔ＿

Ｍ∃ｉネ ギフ ヱア

メこａ

フＸア

ハｔ メこ ５－

～叔　 ａフ １７

サワ ラメ こ＝ｌ

ｊ秋～冬 冬フ ・ア

フグ メこ

●ま産囎・加工４ＳＳデー

●ｉ；ｌｅであれば夜の月Ｍイべント

塘Ｓや埔１ビール、ご当堵１サイダーやジュースをアピール

・丿司年イベ ント

堋１えの：方へ向けた感謝デー

ＨＭ）芙菜ｔ来ＳＭｎにｔ甸けたＭｇｌぎｉご布など

●き育イベント

親子でＥＫフ ァームで１扠穫［体験後の９菜イベント

※指定管ミ期間各年度 （令和７，８，９ 年度）の事業計画の詳細については、別途「年度別事集計回

書（様式は任意） 」を 提出 して くだ さい

※別紙参照

（２）地ラニｉ５産品を活ＪＥ目し、食材の旬を活かしたメニュー作りについて

・淡路島の食材を存詒に生かした・べるメイ ンメニュー

・Ｉ Ｆ美粟恋来歴の宍粟を使つた『ＭＢのおばんざいブッフエ』

・素麺や海産物などの名産品とのコラボメニ ュー

・南あわ じ産フルーツを便 つたデザートや飲み物、アイスなど

・オリジナル ドレッシング （野菜や果実）の販売

・地酒、 地ビール、ご当地サイダーの販売

・２ Ｆレストランを試食の場と して ＩＦ 美果恋来歴へ購回喚起

（３）淡路島産食材の ＰＲ、情報発信についての体制、具体的なＲり組み

※チ ラシ若し くはパン フレ ット のｌａ布、ホームペー ジ、 ＳＮＳの開設、発信の計画、タ：剖など具体

白り に記載してく ださい

ホームページの作成

ＳＮＳの開設 （アピール食材ａメニューの発信）

ｇＳＩ回おすすめメニューをＲ信（寺ＥＥスタッフに任せる）

－５－
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（４）施設利ＪＥ目者の増加に向けた具体的なＲり組み

地デＥ誌への掲載 （ｄａｎ、ＷＩＴＨ淡路）

観光誌（るるぶ等）への掲載

施設内の看板の設置

（５）ＲＩ；ＺＪ施ａ （淡路ファームパークイングランドのＪｉ等）、 関係機関 （市役所等）、

地域等との具体的な連携・ 協働について

島サラダフェ ア等のイ ベン トへの積極的参加

パンフレット等を設回し案内誘導

（６ ）１ＪＪＥ目者の意見、要望等の把握の方法

Ｇｏｏｇｌｅ や予約サイトへのコメント

ご来店時にコ メン トをいただいただにプチプレゼント （登ミ中）

（了）上記ぷ外で特別にＥ載する事項

なし

Ｖ！｜　 自主事業に関する事項

・ツアーや体験事業とのコラボレーション

・季節の食材に合わせたフ ェア

・季節ごとのイベント （祭り等）

ＶＩＩＩ　個人情　ａび情　　開に関する事項
－¶ ｜　 －・ ９１　 一回 回　　 回・　　　　　　　　　　　　　 ９が ＪＪ　　 回　 Ｊ　 Ｓ’

（へ ）個人情報の保護に回する具体的なＲ組み

利用目的を特定してその範囲内で利用する

漏洩等が生じないよう安全に管理する（パスワー ド管理、 鍵管理）

（２）情報２開に関する具体白！］なＲ組み

問い合わせに莅をに対応する

（３ ）上Ｅな外で特別にＥ載する事項

なし

ＩＸ　 その他に関する事項
‰． ．　　 ．．

（１ ）現状で行つている淡路島産食材の ＰＲ に関するＲり組み

※資料等があれば添付して ください

－６－
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氛在経営しているお店 「収穫祭」で淡路会食材を使つた料理の提供、

旬のＦ菜、果物を使つた季節ごとの商品の打ちｉ しを５つている。

また、美菜恋米屋の食材を便ＩＥ目 して いる こと によ り食料売 り場へのき導が

可能とな っている。

（２）リ スクへの対応

を指定管１１者と して負担すべきリ スク に関する考え方などを２載 して ください

（リ スク 分担表と 連動 して くだ さい）

・需要変動リ スクに関 して

当初の実施計Ｓの不備によるものに対しては日ノマの売上、お客様の勤向か

ら判断し、改善案を立て直す。 また、定期的なミ ーテ ィングの中でお客様

の意見を従業員で共有 してそのときに合 つた対応ができるよう に努める。

・第五音への賠償、セキュリティ、 食品衛生上のリスクに関して

それぞれのリスクに応じた保険への加入により対策する。

その他の リスクに対しては施設管理運営 リスク分担表のと おり 相談 し、 対応する。

（３）地域Ｓ勤への参力口、貢献に対する具体的なＲ組み

※地域のイベント やまつり 、ボランティ ア活動な ど地域活動への参加についてＥ載く ださい

参加イベント、出店方法について検討中

（３）上Ｅｊｊ外で特ＳＵに回戦する事項

なし

了

U000345
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｀を、別紙

年度別実施計画

令和 ７年度

令和 ８年度

令和 ９年度

指定管理期間年度事業計画

・下記の ＪＩ 間イ ベン トカ レン ダー を元に販促イ ベン トを実施

・混ぬ度を上げる為の旅行会社等への営業

・お弁鳬、オードブル、おせち等での地産地消ア ピール

・外国大観先客への多言語対応

・団体客数の増加

・地元のを業 との コラ ボイ ベント

・地息イ ベン トの実施

・ジ ピーター増力［Ｉ

・売上・ 客数の目標達成

・従業員増戮

ＪミＩ間販促イベ ント カレ ンダー

祝日 イベ ント等

１万　　 元七Ｌ

成人の日

２ヂ］　 節貨

建ｍ記念

バレンタ イン

３Ｊモｊ　　 ひな まつり

ホワ イト デー

春分の日

４ＪＩ　　 昭和の日

連休 ・長期休暇

冬休み

春休み

春休み

ＧＷ

キー ワード

正ＪＩ

恵方巻

お花見

加別会

歓送迎会

入学、入園

食材イベ ント

地息おせち

はく さい

恵方巻

チョ コレート メニュー

新］五葱

お花見弁燕

サク ラマス

しらす

イチゴ

柑橘類

いかなご

U000345
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５万　　 ＧＷ

母の日

こど もの日

６回　　 父の日

回１　　 七夕

海の日

８ＪＩ

９Ｊ］

山の日

敬老の日

秋分の日

１０ 鴇　 スポ ーツ の日

ノ｀ ロウ ィン

１卜目　 文化の日

勤労感謝の日

１２ ＪＩ　 クリ スマス

大晦日

ＧＷ

夏休み

夏休み

お盆休み

運動会

遠足

修学旅行

梅雨

泥落とし

夏祭り

お盆

同窓会

夏祭り

シルバー ウィ ー　 遠万１

ク　　　　　　　　 ミ動会

お彼岸

ハロ ウィン

十五夜

秋の味覚

秋の味覚

冬休み

年末年始休暇

忘年会

宴会

エン ドウ豆

中生タマネギ

ビワ

鰉

アナゴ

夏万葉

ビール

スタ ミナ

トマト

アジ

秋ナス

かぼちや

イチジク

レタス

もみじ

クリ スマス・ 年末オー

ドブル

３年 とらふぐ

鰆
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南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設 

「農畜水産物飲食施設」指定管理者 

基本協定書（案） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 月 日 

南 あ わ じ 市 
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南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設「農畜水産物飲食施設」 

指定管理業務に関する基本協定書 

 

 南あわじ市（以下「市」という。）とEKファーム（以下「指定管理者」という。）とは、

南あわじ市の公の施設である『南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設「農畜水産物

飲食施設」』（以下「施設」という。）の管理及び運営に関する業務（以下「管理業務」と

いう。）について、南あわじ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平

成17年南あわじ市条例第206号、以下「指定管理者条例」という。）第7条の規定に基

づき、次のとおり基本的な事項について協定（以下「基本協定」という。）を締結する。 

   第１章 総則  

（趣旨） 

第１条 この基本協定は、南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設条例（平成26年南

あわじ市条例第25号。以下「施設条例」という。）第15条の規定により指定管理者に

指定された指定管理者が行う施設の管理業務に関し必要な事項を定める。 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第２条 指定管理者は、施設条例第1条に規定する施設の設置目的に基づき、適切な施

設の管理運営を行うことに対し、求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重

するものとする。 

２ 市は、事業が民間事業者によって実施されるものであることを十分理解し、対等な

立場に立ってその趣旨を尊重するものとする。 

（信義誠実の原則） 

第３条 市及び指定管理者は、互いに協力し、信義を重んじて協定を誠実に履行しなけ

ればならない。 

（用語の定義） 

第４条 この基本協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 指定開始日 指定管理者条例に定める指定期間の開始日のことをいう。 

(２) 指定管理料 市が指定管理者に対して支払う管理業務の実施に関する対価のこと
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をいう。 

(３) 自主事業 第7条に規定した管理業務以外の業務で、指定管理者が自己の責任と費

用において実施する業務のことをいう。 

(４) 提案書 施設の指定管理者の公募にあたり、指定管理者が提出した業務提案書の

ことをいう。 

(５) 不可抗力 天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）、人

災（戦争、テロ、暴動等）、法令変更及びその他市及び指定管理者の責めに帰すことの

できない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。 

(６) 法令 すべての法律、法規、条例及び正規の手続きを経て公布された行政機関の

規程をいう。 

(７) 募集要項 南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設「農畜水産物飲食施設」指

定管理者募集要項のことをいう。 

(８) 募集要項等 募集要項、南あわじ市あわじ島まるごと食の拠点施設「農畜水産物

飲食施設」指定管理仕様書（以下「仕様書」という。）及びそれらに係る質問回答のこ

とをいう。 

(９) 利用料金 施設の利用の対価として指定管理者に支払われる施設の利用料金のこ

とをいう。 

（10）料金収入 指定管理者が営業によって取得する料金収入をいう。 

（11）施設使用料 指定管理者が施設を活用するに当たって市へ支払う対価をいう。 

（管理物件） 

第５条 指定管理者が管理する施設、物品等（以下「管理物件」という。）の対象は、別

表第１及び仕様書に定める備品台帳によるものとする。 

２ 指定管理者は、管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理しなければなら

ない。 

（指定期間） 

第６条 市が指定管理者を指定管理者として指定する期間は、令和６年12月1日から令

和９年11月30日までとする。 

（基本的な業務の範囲） 

第７条 市が指定管理者に管理運営業務を行わせる施設は、施設条例第2条に掲げる農
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畜水産物飲食施設とする。指定管理者が行う施設の管理運営業務は次のとおりとする。 

（１） 農畜水産物を使った飲食物の提供に関する業務 

（２） 施設の管理運営及び維持修繕等に関する業務 

（３） その他施設条例第3条に掲げる業務及び推進に関する業務 

（４） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 前項に定める業務の実施に際して、市と指定管理者は指定管理が行われている他の

隣接施設の事業に支障が生じないよう調整に努めなければならない。 

３ 食の拠点施設1階直売所と連携した「有料試食の場」としての運営について 

本施設は、淡路島の特産品の情報発信・PR拠点施設として位置付けられております。

民間事業者の創意工夫により、効率的で効果的な運営が期待できる施設です。特に2

階飲食施設は1階直売所と連携した「有料試食の場」（2階で食べて気に入った食材が

あれば、1階で買うことができる）である事をご理解頂き、事業計画、店舗運営をお

願いします。 

また、下記について1階直売所の運営会社（現在は「あわじ島まるごと株式会社」）

と連携して、費用負担・清掃作業分担をお願いします。 

①  光熱水費（電気代、ガス代、水道代）の負担 

② 生ごみ、廃油等の廃棄物処理について 

③ 2階エリアの清掃作業（トイレ、階段の1階と2階の中間までを含む） 

４ 前３項に掲げる業務の詳細は、仕様書に定めるとおりとする。 

（業務実施条件） 

第８条 指定管理者が管理業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、

仕様書に示すとおりとする。 

（管理業務の実施） 

第９条 指定管理者は、基本協定、条例、関係法令等のほか、募集要項等及び提案書に

従って管理業務を実施するものとする。 

2  基本協定、募集要項等及び提案書の間に矛盾、食い違い等がある場合は、基本協定、

募集要項等、提案書の順にその解釈が優先されるものとする。 

3  前項の規定にかかわらず、提案書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、

提案書に示された水準によるものとする。 
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（開業準備） 

第10条 指定管理者は、営業開始日に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者及び人材

を確保し、必要な研修等を行わなければならない。 

2  指定管理者は、必要と認める場合には、指定開始日に先立ち、市に対して施設の視

察を申し出ることができるものとする。 

3  市は、指定管理者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 

（第三者による実施） 

第11条 指定管理者は、事前に市の承諾を受けた場合、管理業務の一部を第三者に委託

し、又は請け負わせることができる。 

2  指定管理者が管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責

任及び費用において行うものとし、管理業務に関して指定管理者が使用する第三者の

責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、指定管理者

の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定管理者が負担

するものとする。 

（施設の改修等） 

第12条  施設及び設備機器（以下「施設設備等」という。）の改造、増築、移設、及び

１件あたり50万円を超える修繕に係る費用については、市と協議すること。なお、

前述する額には、消費税、地方消費税等を含むものとする。ただし、市が緊急的必要

性、内容、その他やむを得ない事情に照らして、指定管理者が実施することが適当で

あると認める時は、指定管理者が実施し、市が予算の範囲内でその費用を負担する。 

２ 前項以外の修繕については、すべて指定管理者が自己の費用と責任において実施す

るものとする。修繕等により新たに生じた施設については、すべて市に帰属するもの

とする。なお、修繕等については、施設の老朽化等を鑑み、早急かつ的確に対応する

こと。 

３ 営業開始前の本施設の内装、間仕切り変更等の設計及び工事にかかる費用は指定管理

者が負担するものとする。ただし、設計及び工事の内容は事前に市と打合せをし、承

認を得ておくものとする。 

４ 前項の工事で設置した内装、間仕切り等については市の施設に帰属するものとする。 
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５ 指定管理期間終了後は元の状態に回復し、市に明け渡さなければならない。ただし、

市が認めた場合はこの限りではない。 

（緊急時の対応） 

第13条 指定期間中、管理業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場

合、指定管理者は速やかに必要な措置を講じるとともに、市を含む関係者に対して緊

急事態発生の旨を通報しなければならない。 

2 事故等が発生した場合、指定管理者は市と協力して事故等の原因調査に当たるもの

とする。 

（個人情報の保護） 

第14条 指定管理者が取扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第57号）及び南あわじ市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年

南あわじ市条例第38号）の規定を準用し、個人情報の漏洩、滅失又はき損の防止その

他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定管理者又は管理業務の一部又は全部に従事する者は、当該管理業務により知り

得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

３ 前２項にかかる詳細については、別記１「個人情報取扱特記事項」に規定する。 

（管理業務にかかる情報の公開） 

第15条 施設の管理において指定管理者が取扱う情報について、南あわじ市情報公開条

例（平成17年南あわじ市条例第1８号）の趣旨にのっとり、情報の公開に関して必要

な措置を講ずるよう努めなければならない。 

   第２章 備品の扱い 

（市による備品の貸与） 

第16条 市が指定管理者に無償で貸与する備品（以下「Ⅰ種備品」という。）は、仕様

書に記載するとおりとする。 

2 指定管理者は、指定期間中、Ⅰ種備品を常に良好な状態に保つものとする。 

3  Ⅰ種備品が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった場

合、指定管理者は必要に応じて購入又は調達するものとする。 

4  指定管理者は、故意又は過失によりⅠ種備品を毀損滅失したときは、市との協議に
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より、必要に応じて市に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価

値を有するものを購入又は調達しなければならない。 

（指定管理者による備品の購入等） 

第17条 指定管理者が指定管理料により管理業務実施のため購入又は調達したⅠ種備

品以外備品（以下「Ⅱ種備品」という。）は、仕様書に記載するとおりとする。 

2 Ⅱ種備品が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった場

合、指定管理者は、指定管理料により当該Ⅱ種備品を購入又は調達するものとする。 

3 指定管理者は、前2項及び前条に定めるもののほか、指定管理者の任意により購入又

は調達した備品（以下「Ⅲ種備品」という。）は、仕様書に記載するとおりとし、管理

業務実施のために供することができるものとする。 

（備品台帳による管理） 

第18条 指定管理者は、Ⅰ種備品からⅢ種備品の分類ごとに備品台帳を作成し備品の管

理を行わなければならない。 

2 指定管理者は、使用状況を把握するため、年1回以上台帳と備品を突合するものとす

る。 

3 指定管理者は、市から備品台帳の提出を求められたときは、速やかに提出しなけれ

ばならない。 

   第３章 業務実施に係る市の確認事項 

（事業計画書） 

第19条 指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに事業計画書を提出し、市の確認

を得なければならない。 

2  市及び指定管理者は、事業計画書を変更しようとするときは、市と指定管理者の協

議により決定するものとする。 

（事業報告書） 

第20条 指定管理者は、毎年度終了後、管理業務に関し、市が指定する期日までに次の

各項に示す事項を記載した事業報告書を提出し、市の確認を得なければならない。 

(１) 管理業務の実施状況に関する事項 

(２) 施設の利用状況に関する事項 
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(３) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 

(４) 自主事業の実施状況に関する事項 

(５) 前号に掲げるもののほか、市が指示する事項 

2  指定管理者は、市が第3４条から第3６条までの規定に基づいて年度途中において指

定管理者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、市が指定する期日までに

当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。 

３ 指定管理者は、毎月終了後、管理業務に関し、市が指定する期日までに次の各項に

示す事項を記載した月次報告書を提出し、市の確認を得なければならない。 

(１) 管理業務の実施状況に関する事項 

(２) 施設の利用状況に関する事項 

(３) 料金収入の状況等 

(４) 前号に掲げるもののほか、市が指示する事項 

4  市は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項につ

いて、指定管理者に対して報告書又は口頭による説明を求めることができるものとす

る。 

（業務実施状況の確認と改善勧告） 

第21条 市は、事業報告書の確認のほか、指定管理者による業務実施状況を確認するこ

とを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、市は、指定管理者

に対して管理業務の実施状況や管理業務に係る管理経費等の収支状況等について説明

を求めることができる。 

2  指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 

3  前条及び本条第１項による確認の結果、指定管理者による業務実施が仕様書等、市

が示した条件を満たしていない場合は、市は指定管理者に対して業務の改善を勧告す

るものとする。 

4  指定管理者は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなけれ

ばならない。 

   第４章 指定管理料及び利用料金 
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（指定管理料について） 

第22条 指定管理料は無料とする。 

（料金収入、利用料金について） 

第23条 指定管理者は、料金収入を、指定管理者の収入として収受することができる。 

２ 料金収入に係るメニュー等の価格は、指定管理者が社会通念上許容される範囲内に

おいて定めるものとする。 

（施設使用料） 

第２4 条 指定管理者が南あわじ市に支払う施設使用料は、受注者は飲食施設の売上金

額で下記により算定した金額を施設使用料として発注者に支払うものとする。 

① 施設基本使用料：120 万円/年 （10 万円/月） 

② 売上金額に応じた使用料（年額） 

年間売上金額が 3,500 万円以下 売上金額×2％ 

年間売上金額が 3,500 万円を超

える場合 

（売上金額－3,500 万円）×1％＋

3,500 万円×2％ 

(2) 施設使用料（上記①＋②）は、年４回（７月、１０月、翌年１月及び翌年４月）の 

分割にて発注者に支払うものとする。 

(3)  営業開始基準日は令和７年２月１日とする。営業開始までの準備期間は施設基本使 

用料を無料とし、基準日以前、または基準日以降に営業を開始した場合、施設基本使

用料は日割り計算で算出するものとする。 

   第５章 損害賠償及び不可抗力 

（損害賠償等） 

第25条 指定管理者は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、

それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市が特別の事情が

あると認めたときは、市は、その全部又は一部を免除することができるものとする。 

（第三者への賠償） 

第26条 管理業務の実施において、指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生

じた場合、指定管理者はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が市

の責めに帰すべき事由又は市指定管理者双方の責めに帰すことができない事由による
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場合は、その限りではない。 

2  市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対し

て賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した

費用を求償することができるものとする。 

（保険） 

第27条 管理業務の実施にあたり、指定管理者が加入しなければならない保険又は保険

料を支払わなければならない保険は仕様書に規定するとおりとする。 

（不可抗力発生時の対応） 

第28条 不可抗力が発生した場合、指定管理者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく

早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限に

するよう努力しなければならない。 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第29条 不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場

合、指定管理者は、その内容や程度の詳細を記載した書面を持って市に通知するもの

とする。 

2  市は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で市と指定管理者

の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。 

3  不可抗力の発生に起因して指定管理者に損害・損失や増加費用が発生した場合、当

該費用については合理性の認められる範囲で市が負担するものとする。なお、指定管

理者が加入した保険により補てんされた金額相当分については、市の負担に含まない

ものとする。 

4  不可抗力の発生に起因して市に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用に

ついては市が負担するものとする。 

（不可抗力による一部の業務実施の免除） 

第30条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部の実施

ができなくなったと認められた場合、指定管理者は不可抗力により影響を受ける限度

において基本協定に定める義務を免れるものとする。 

   第６章 指定期間の満了 
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（業務の引継ぎ等） 

第31条 指定管理者は、基本協定の終了に際し、市又は市が指定するものに対し、管理

業務の引継ぎ等を行わなければならない。 

2  市は、必要と認める場合には、基本協定の終了に先立ち、指定管理者に対して市又

は市が指定するものによる施設の視察を申し出ることができるものとする。 

3  指定管理者は、市から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除い

てその申出に応じなければならない。 

（原状復帰義務） 

第32条 指定管理者は、基本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原

状に回復し、市に対して管理物件を明け渡さなければならない。 

2  前項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、指定管理者は管理物件の原状回復

は行わずに、別途市が定める状態で市に対して管理物件を明け渡すことができるもの

とする。 

（備品等の取扱い） 

第33条 基本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。 

(１) 指定管理者が指定管理料により購入したⅠ種備品等及びⅡ種備品等については、

市又は市が指定するものに対して引き継がなければならない。 

(２) Ⅲ種備品等については、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去・撤収

するものとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定

管理者は、市又は市が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。 

   第７章 指定期間満了以前の指定の取り消し 

（市による指定の取り消し） 

第34条 市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定

を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで

きるものとする。 

(１) 業務に際し不正行為があったとき 

(２) 市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき 

(３) 指定管理者が基本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 
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(４) 自らの責めに帰すべき事由により指定管理者から基本協定締結の解除の申出があ

ったとき 

(５) その他、市が必要と認めるとき 

2  市は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を指定

管理者に通知した上で、次の事項について指定管理者と協議を行わなければならない。 

(１) 指定取り消しの理由 

(２) 指定管理者による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定 

(３) その他必要な事項 

3  第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一

部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても、市

はその賠償の責めを負わない。 

（指定管理者による指定の取り消しの申出） 

第35条 指定管理者は次のいずれかに該当する場合、市に対して指定の取り消しを申し

出ることができるものとする。 

(１) 市が基本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき 

(２) 市の責めに帰すべき事由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき 

(３) その他、指定管理者が必要と認めるとき 

2  市は、前項の申出を受けた場合、指定管理者との協議を経てその処置を決定するも

のとする。 

（不可抗力による指定の取り消し） 

第36条 市又は指定管理者は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断

した場合は、相手方に対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。 

2  協議の結果、やむを得ないと判断された場合、市は指定の取り消しを行うものとす

る。 

3  前項における取り消しによって指定管理者に発生する損害・損失及び増加費用は、

合理性が認められる範囲で市が負担することを原則として市と指定管理者の協議によ

り決定するものとする。 

（指定期間終了時の取扱い） 

第37条 第3１条から第3３条の規定は、第3４条から第3６条の規定により基本協定が
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終了した場合に、これを準用する。ただし、市指定管理者が合意した場合はその限り

ではない。 

   第８章 その他 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第38条 指定管理者は、基本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

継承させてはならない。ただし、事前に市の承諾を受けた場合はこの限りではない。 

（一括再委託等の禁止） 

第39条 指定管理者は、管理業務の全部又はその主たる業務を一括して第三者に下請け

させ、又は再委託することはできない。 

（管理業務の範囲外の業務） 

第40条 指定管理者は、施設の設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範囲

において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。 

2  指定管理者は、自主事業を実施する場合は、市に対して事業計画書を提出し、事前

に市の承諾を受けなくてはならない。その際、市と指定管理者は必要に応じて協議を

行うものとする。 

3  市と指定管理者は、自主事業を実施するにあたって、別途の自主事業の実施条件等

を定めることができるものとする。 

（請求、通知等の様式その他） 

第41条 基本協定に関する市指定管理者間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、

基本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。 

（協定の変更） 

第42条 管理業務に関し、管理業務の前提条件や内容に変更が生じたとき又は特別な事

情が生じたときは、市と指定管理者の協議の上、基本協定の規定を変更することがで

きるものとする。 

（解釈） 

第43条 市が基本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説

明若しくは報告を求めたことを以って、市が指定管理者の責任において行うべき業務

の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。 
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（連帯保証人） 

第44条 指定管理者は、基本協定締結に当たって連帯保証人を立てることとする。連帯

保証人は、指定管理者の責に帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合に、

次の指定管理者への引継ぎが行われるまでの間、指定管理者を支援するとともに、指

定管理者の損害賠償金、指定管理料で市が支出した額のうち、執行が確認できない場

合、その未執行額等施設の管理運営費等の支払いを保証するものとする。 

２ 連帯保証人は、前項の内容の履行に必要な資力、能力を有するものとし、市の承認

を得るものとする。なお、市が不適当と認めるときは、指定管理者はその変更をしな

くてはならない。 

（疑義についての協議） 

第45条 基本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は基本協定に特別の

定めのない事項については、市と指定管理者の協議の上、これを定めるものとする。 

 

 この基本協定の締結を証するため、本書を３通作成し、市、指定管理者及び連帯保証

人がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

  

令和 年 月 日 

南あわじ市 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 

南あわじ市長  守 本 憲 弘 

指定管理者 兵庫県南あわじ市神代地頭方1723番地 

          EKファーム 代表 池 尻 能 久 

連帯保証人 兵庫県南あわじ市神代地頭方1723番地 

 池 尻 昌 弘 
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別表第１(第５条関係) 

 

建物 

所在地 種類 延床面積（㎡） 備考 

南あわじ市 

八木養宜上1408番地 

 

南あわじ市あわじ島ま

るごと食の拠点施設 

（鉄骨造）２階 

 

○建物内２階 

  レストラン 

  厨房、その他、 

  施設全体共用部 

○２階屋外部 

  テラス、屋外階段 

 

 

 

 

 

 

440 

 

 

 

1,028 
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別記１ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１条 指定管理者は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、

又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この協定による

業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 指定管理者は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を他に

漏らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（収集の制限） 

第３条 指定管理者は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、

その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わな

ければならない。 

（適正管理） 

第４条 指定管理者は、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報の漏え

い、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（利用及び提供の制限） 

第５条 指定管理者は、市の指示又は承諾がある場合を除き、この協定による業務に関

して知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供

してはならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第６条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために市から引き渡された個人

情報が記録された資料等を、市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第７条 指定管理者は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行う

ものとし、市が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

（資料等の返還等） 

第８条 指定管理者は、この協定による業務を処理するために市から引き渡され、又は
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指定管理者自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後

直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、そ

の指示に従うものとする。 

（従事者への周知） 

第９条 指定管理者は、この協定による業務に従事する者に対して、在職中及び退職後

において、この業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこ

と、協定の目的以外の目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関し必要

な事項を周知するものとする。 

（実地調査） 

第10条 市は、必要があると認めるときは、指定管理者がこの協定による業務の執行に

当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

（事故報告） 

第11条 指定管理者は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあること

を知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。 
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